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令和８年度私立幼稚園預かり保育推進補助に係る留意事項 

 

令和８年度私立幼稚園預かり保育推進補助については、下記のとおり実施を予定しています。補助

申請を予定している幼稚園等においては、下記事項について御留意いただきますようお願いします。

なお、例年問合せが多い事項についても、２から５のとおり改めて周知しますので、再度御確認のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 

 

１ 申請スケジュール 

例年と同様のスケジュールとなります。 

※私学助成に残る幼稚園については、Ｂ表（助成金調査表）提出時に、教育時間終了後の日誌（４・

５月）及び周知文、早朝の日誌（５月）及び周知文を御提出ください（長期休暇中の周知文及び

日誌は、Ｂ表提出時は提出不要です。）。 

 

 

 

２ （参考）私立幼稚園預かり保育推進補助の３つの単価区分 

私立幼稚園預かり保育推進補助は、実施区分・実施日数に応じて３つの単価区分を設定してい

ます。例年この単価区分の問合せが多いため、周知いたします。詳細は別添４を御覧ください。 
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３ （参考）対象児童について 

   この補助金の対象となるのは在籍園児のみです。満３歳に満たない２歳児や小学生など園則上

在籍とならない園児分は申請から除いてください。 

 

４ （参考）私立幼稚園預かり保育推進補助の対象経費について 

新制度に移行した園については、公定価格で措置されている経費について、預かり保育推進補

助の補助対象経費に含めないでください。 

 

   【新制度移行園における私立幼稚園預かり保育推進補助の対象経費の例】 

（例）公定価格の配置職員数（加算含む）に含まれる常勤職員で預かり保育を実施していた場

合、当該職員の超過勤務手当分及び預かり保育に係る手当分 

（例）公定価格の配置職員数（加算含む）に含まれない常勤・非常勤職員で預かり保育を実施

した場合、当該職員の預かり保育に係る人件費分 

（例）預かり保育のために必要な教材費、消耗品費、光熱水費等 

※当該職員が公定価格の各種加算項目に含まれるか否か不明な場合は、施設所在区市町村

に確認のうえ記入してください。    

 

５ （参考）令和８年度において、区市町村が実施する一時預かり事業（幼稚園型）を受託

する幼稚園の留意事項 

令和８年度において、私立幼稚園預かり保育推進補助ではなく、区市町村から一時預かり事業

（幼稚園型）の委託（補助）を受ける園については、下記事項について御留意ください。 

※一時預かり事業（幼稚園型）の詳細については、区市町村にお問い合わせください。 

 

（１） 私立幼稚園預かり保育推進補助と一時預かり事業（幼稚園型）の併用は不可 

同一園において一時預かり事業（幼稚園型）と私立幼稚園預かり保育推進補助の両方の公

費補助を受けることはできません。私立幼稚園預かり保育推進補助と一時預かり事業（幼稚

園型）とを、年度途中で出入りすることもできません。 

 

（２） 一時預かり事業（幼稚園型）の対象経費について 

 私学助成に残る幼稚園が一時預かり事業（幼稚園型）を受託する場合の補助対象経費は、

対象外経費として経常費補助金（又は教育振興事業費補助）の対象となる経費から除外して

ください。 


